
請求日 令和  年  月  日 

 

東京地方税理士会 大和支部長 宛 

保有個人データ等開示等請求書 

 

請求者 氏名           

請求の区分等 

請求の区分 
□ 開示(※１)   □ 利用目的の通知   □ 訂正（ 変更 ・ 追加 ・ 削除 ） 

□ 利用停止   □ 第三者提供の停止  □ 消去 

手数料納入方法 ＜開示請求の場合のみ＞ □ 窓口  □ 銀行振込  □ その他(      ) 

（※１）開示請求については、個人情報データベース等１件につき手数料 1,200 円を納めていただきます。 
 

本人に関する事項 

氏名 

(ふりがな)  
区分 

□ 一般 

□ 税理士(登録番号         ) 
 ○印  

電話番号 （     ） 

事務所
所在地
(※２) 

〒 

 

（※２）税理士以外の場合は住所を記載してください。 
 

代理人に関する事項 （代理人が開示等の請求をする場合のみご記入ください） 

氏名 

(ふりがな)  
区分 

□ 一般（職業      ） 

□ 税理士(登録番号        ) 
 ○印  

電話番号     （     ） 

住所

(※３) 

〒 

関係 本人の〔 □ 法定代理人( 親権者 ・ 成年後見人 )  □ 任意代理人 〕 

（※３）税理士の場合は事務所所在地を記載してください。 
 

個人情報の保護に関する法律及び大和支部個人情報の取扱いに関する細則に基づく請求に係る事項 

請求に係る 

保有個人データ等 

(※４) 

 

請求理由又は 

訂正項目等 

(※５) 

 

開示方法の希望 □ 窓口での交付  □ 郵送    □ その他（             ） 

開示形式の希望 □ 書面      □ ＣＤ    □ その他（             ） 

（※４） 対象となる保有個人データ又は第三者提供記録を特定するに足りる事項を具体的に記載してください。 

（※５）請求理由は、原則、訂正・利用停止・第三者提供停止・消去の場合に記載してください。 

 

‐必要な請求者の確認書類及び記載要領は裏面を確認してください‐  



大和支部は、本請求書及び開示等の請求に伴い取得した個人情報は、請求処理に必要な範囲でのみ利用いたします。 

＜請求者の確認書類等＞ 提出する書類にチェックを入れてください 

本人 
□ 税理士証票  □ 運転免許証  □ 旅券  □ 個人番号カード（表面） 

□ 健康保険被保険者証  □ 年金手帳  □ その他（             ） 

代理人 

法定代理人（次のいずれかの書類が必要です。） 

□ 戸籍謄(抄)本  □ 登記事項証明書  □ その他（             ） 

任意代理人（次の書類すべてが必要です。） 

□ 委任状（実印が押印されたもの） □ 印鑑登録証明書 
 

＜記載要領＞ 
１ 「請求者 氏名」 請求を行う者の氏名を記載してください。 
 

２ 「請求区分」「手数料納付方法」 
（１）該当する請求区分にチェックを入れてください。利用停止等の請求にあたっては、以下の点にご留

意ください。 
ア 「利用停止」又は「消去」は、当支部が個人情報の取扱いに関する細則第５条（利用目的による
制限）又は第６条（適正な取得）の規定に違反していることが想定される場合、当支部が利用する
必要がなくなった場合、漏えい等事案の発生その他当該本人が識別される保有個人データの取扱い
により当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合に請求いただけます。 

イ 「第三者提供の停止」は、当支部が個人情報の取扱いに関する細則第14条（第三者提供の制限）
の規定に違反していることが想定される場合、当支部が利用する必要がなくなった場合、漏えい等
事案の発生その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な
利益が害されるおそれがある場合に請求いただけます。 

（２）手数料は、保有個人データが記載されている個人情報データベース等１件あたり1,200円を納付して
いただきます。該当する「手数料納付方法」にチェックを入れ、銀行振込の場合は、振込明細書の写
しを開示等請求書に添付して提出してください。 

 

３ 本人に関する事項「氏名」、「税理士登録番号」、「事務所所在地」、「電話番号」 
（１）開示等請求に係る本人の氏名、税理士登録番号、事務所の所在地及び電話番号を記載してくださ

い。 
（２）本人が税理士でない場合は、税理士登録番号の記載は不要です。氏名、住所及び電話番号を記載し

てください。 
（３）押印欄は、本人請求の場合のみ押印してください。 

 

４ 代理人に関する事項「氏名」、「住所」、「電話番号」、「本人との関係」 
（１）法定代理人又は任意代理人（以下「代理人等」という。）による請求の場合には、代理人に関する

事項の氏名、住所、電話番号及び本人との関係を記載してください。 
（２）併せて、本人に関する事項の欄へも記載してください。 

 

５ 「請求に係る保有個人データ等」 
 （１）開示等を請求する保有個人データが記録されている文書や個人情報データベース等の名称など、請

求に係る保有個人データ又は第三者提供記録を特定できるような情報を具体的に記載してください。 
 （２）訂正等又は利用停止等の請求において、あらかじめ開示を受けた場合には、対象の保有個人データ

が開示された日付を記載してください。 
 

６ 「請求理由又は訂正項目等」 
 （１）請求理由は、原則、訂正等又は利用停止等の請求を行う場合に記載してください。請求の裏付けと

なる根拠等を明確かつ簡潔に記載してください。 
 （２）本欄に記載しきれない場合には、本欄を参考に別葉に記載し、本請求書に添付して提出してくださ

い。 
 

７ 本人確認書類等 
（１） 本人が受付窓口において開示等の請求を行う場合には、次のいずれかの書類を提示してください。 

①税理士証票、運転免許証、旅券、特別永住者証明書、個人番号カード（表面）などの官公庁等が発行
した顔写真付き本人確認書類１点 

②健康保険被保険者証、年金手帳などの官公庁が発行した顔写真のない本人確認書類２点 
（２）開示等の請求書を送付して請求を行う場合には、（１）の証明書類の写しを提出してください。 
（３）代理人等による請求を行う場合には、前述の証明書類により法定代理人又は任意代理人自身の本人

確認を行うほか、それぞれ次の方法により法定代理人又は任意代理人であることを確認します。 
ア 法定代理人の場合 請求日前30日以内に交付された戸籍謄本その他資格を証明する書類（戸籍
抄本、住民票の写し、登記事項証明書、家庭裁判所の証明書）の提出 

イ 任意代理人の場合 本人の実印が押印された委任状及び請求日前30日以内に交付された印鑑登
録証明書の提出 

 

【個人番号カードを証明書類として利用する場合の留意事項】 
個人番号カードの「裏面」には「個人番号」が記載されていますが、たとえ本人の同意があったとして

も、当支部は本手続でその個人番号を取得することはできません。したがって、本手続において、個人番
号カードの「裏面」又はその写しの提示又は提出は必要なく、当支部から提示又は提出を求めることもあ
りません 。 
 


